
機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10 6条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

’

大杉 充弘

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1.0 6条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ．

|’
1 （ふ り が； な）

氏 名

おおすぎ

大杉
みつひろ

充弘

月2 生

年
日

次席家庭裁判所調査官3 雛 職 時 の 官 職

年 ｡， 月 日

(国離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属･官職

自
至

年
年

月
月

日
一
目

年
年

自
至

月
月

日
‐
日

自
至

年
年

月
月

|目
一

日

自
至

年
年

月
月

日

|自

令和， 4 年 3．月 31 日6 離 職 日

令和 4 年 9 月 26 日7 再 就 職 日

再就職先の名称：神戸家庭裁判所尼崎支部

8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

●



機密性2

’調査事務9 再就職先の業務内容
命

10再就職先における地位

◆

’ (家庭裁判所調査官）

｜ロ有11求 ・ 職 の 承 認 の 有 園無毎
J､、、

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の

I

口有 図無

援助の有無
■

の2第2項第3号に規定13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

I■上記援助がなかった場合）

援助の内容′

、

（ふ り が な）

’援助者の氏名又は名称

1

(記載土の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること｡、
2 離職前の求職開始日か．ら離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1

‐ー鰯…



機密性2

捌紙様式第1:0 )

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2 4第2項関連）

■■■■■

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 ・名 大杉 充弘

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10，6条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

’’
1 （ふ り が な）

氏 名

年 、月2 生
日 ．“．

おおすぎ
大杉

みつひろ

充弘

’

■
■
■
・
Ｉ
も
■
■

次席家庭裁判所調査官

年 月 日

､(画離職前の求職開始日がなかった場合）‘離岬の求獄關鰭日｜
5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員とじての在職状況及び職務内容

｜

’ 職務内容在職期間所属･官職

年
年
一
一
年
年
享
年

月
月
一
一
月

月
一
一
月
月

日
日
一
一
日

日
一
一
日
日

自
至
一
一
自
至
一
一
自
至

rr

年
年

月
月

日
日

自
至

令和 4 年 3 月 31 日職 -日6 雛

令和 5 年 4 月 1 日

再就職先の名称:神戸家庭裁判所姫路支部

7 再 就 ． 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先
｜

’言 言

●
q今



機密性2

|’

9 再就.職先の業務内容 調査事務

|(家庭裁判所調査官）10再就職先における地位

11求 ．'職・ の 承 認 の 有 無 ロ有 画無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ．

口有 園無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助〃

I

｜に記援助がなかづた場合）

’
'’

1
(ふ り が な）

● ■

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）
● ■

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

･9

のの



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜
氏 名 福島 広之

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により ，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

ふくしま ひろゆき

福 島 広 之

2 生 年旧 月
3雛 職 時 の 官 職

’
｜

’

奈良地方裁判所民事首席書記官

年 月 日

（因離職前の求職開始日がなかった場合）
‘4離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

ll 在職期間 ｜『 所属.官職 職務内容

〃
■■

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
叱
日

自
至

年
年

月
月

日

百
一

年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

FF

令和 4年 3月 31日職6 離 日

令和 5年 4月 1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：神戸家庭裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先一

J●

℃

」



機密性2

9 再 就職先 の業務内容 国家公務

家事調停委員10･再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 露無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無《

口有 阿無

置法において準用する国家公務員法第1 0.6条の2第2項第3号に規定
職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

時措
る離

13裁判所職員臨
する組織によ

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついプ

2は罐轆

てい
＃

つ
、
に容内務職び及況状職
・
在

と
の

こ
て

。
る
し
と

す
と
こ

入
員
る

記
職
す

を
の
載

点
間
記

し
の
に

に
で
合

中
ま
場

の
日
た

口
職
つ

る
雛
あ

す
ら
が

当
か
日

該
日
始

は
始
開

目
開
職

項
職
求

た
求
の

い
の
前

”
つ
前
職

の
職
離

口
離

，

①



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’
最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り, 次のとおり届け出ます｡

I

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生
年
日 月

〉叉序尿庭弐坤脚｢調碗3 雛 職 時 の 官 職

令和 年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
●

所属・官職 在職期間 職務内容
。 。

､ ．

’
自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

日
日

矛
矛

令
令

自
至

年
年

月
月

日
日

日
日

禾
矛

令
令

自
至

年
年

月
月

日
日

自 令和

至 令和

自 令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和 学 年 3 月3／ 日日

7 再 就 職 日 令和 夕 年 学 月 3 日｡

再就職先の名称： 鋳､募鮭う鞍‘|町8 再就職先の名称及び連絡先
一

鐙型 ’再就職先の連連

医



｜

’

１
１

綱も専締9 再就職先 の業 務 内容

｜

’ 募震ご辮燗調碗10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無

０
の

１
職

第
就

法
の
員
後

務
職
公
離

家
る
国
よ
る
に

す
織

用
組

準
る
て
す

い
定

お
規

に
に

法
号

置
３
措
第

時
項

臨
２
員
第

職
２

所
の
判
条

裁
６

２１

田無口有
援助の有無

13 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’ |’
(ふ り． が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にIZ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があ'った場合に記載すること。

（

●



‘機密性2

別紙⑩
（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10 6条の24第2項関連）

｜
'

最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名

電話番号

壁〈

戸 真

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 06条の2 4第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。 ’

I

し し ど ま こ と

戸 真
宗

／、

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 年 月 日

刑事次席書記官3 雛 職 時 の 官 職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 所属&官職 |■ 在職期間 職務内容職務内容在職期間所属＆官職

自
至

年
年

月
月

日
日

一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和 4 年 3 月 31 日職6 離 日

令和 5 年 4 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称：福島地方裁判所郡山支部執行官

評…零絡％
8 再就職

再就職先の連絡先:

!



機密性2

｜
|’

9 再就職先の業務内容

10再就職先における地位

執行官業務

福島地方裁判所郡山支部執行官

|

’
11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 因無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 厨無

〃
■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1.0 6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ≦

■上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称’ ｜ |’ 援助の内容

I

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日ま･での間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

●



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出．
e

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

ヒ ー

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号 I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次
のとおり届け出ます。

(ふ り が な）1 ､

l識蕊
名氏

醗騨
－－

’
｜

’2 生 年 月 日

等郡宮地方毒制所瀦首序言虎僖3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

(唯職訪の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始 日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

面
昌

［
口

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日 ロ･

/“E早年3 月8／日6 雛 職 日

Mb左年早 月 /日7 再 就 職 日

一椴財|詞姦人司選泳会、再就職先の名称

ロ ■

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先：
一一 里

壇蔀

蕊響遭

蒋
‘ 可



機密性2

柊写争謡個潅蚕嬬稀 ’9 再 就 職 先の 業 務 内 容

濯辱争諦丙種零鐸長
ゞ中

10 再就職先における地位

函鮮承 認 の 有11 求 職 の 無 口有

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

] ･2

雛口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 06条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助：

|I
1 卜記援助がなかった場合）

’ (ふ， り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1

● ●



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜

’ ’
最 高 裁 判 所 御中

’ 所
名

号番話
住

氏
電

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り、次のとおり届け出ます｡

I
1 （ふ り が な）

氏 名 で

「
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐2生 ’

年
日 月

熊話綻_X\L! f!｢銅玄惨3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前の求職開始日

(雄
『

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属 ･官職 職務内容

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

再
■
型
一
■
■
』

自
至

自
至

年
年
年
年

月
月

月
月

日
・
日

日
・
日

I /全傘4年 3 月 引日6 離 職

■■一

7 再 就 職 日 /全土。5 年 冬 月 1 日

再就職先の名称:職蔦隙催和談ｾﾝﾀｰ
8 再就職先の名称及び連絡先

｜
’臺墜蛾先‘?壁圭：｜ ’

I



機密性2

9 再就職先の業務 内容 涌激菓移

’ ’10再就職先における地位10再就職先における地位|ロ 厩
11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

(女ｲ郵目叢やガー蒋脅‘脚諜薗）
口有 回無

回無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

母記援助がなかった場合）
｜

’’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

はく離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

r

ld



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

'

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 岩 城・雅 人

電話番号■一 ‐~､ －1

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のどおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

いわき
岩 城

まさと

雅 人
■

2 生 年 月

画■一

裁判所書記官（刑事首席書記官）3 離 職 時 の 官 職

■ ◆ 9

年 月 日

（国離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職 前 の 求 職 開 始日

■ ｡

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 在職期間 ｜ 職務内容所属・官職 在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

占
口
奉
圭

占
口
奉
圭

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

■

6 離 職 令和 4 年 3 月 31 日

百
臣

ﾛ

▼

職7 再 就 ・日 令和 5 年 4 月 1 日

■■再就職先の名称： 名古屋地方裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
＆

’再就職先の連絡先 ｜｜’

慰錘蝿窪鍵蕊



書記官事務■■■

裁判所書記官

務内容

る地位

11求 職 の 承 認 ・の 有 無 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 国無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

の2第2項第3号に規定

ﾛ

砂記援助がなかつ‘た場合）

口
(ふ り。 が な）

援助者の氏名又は名称 ’ 援助の内容

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

～



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

’

’
1 －－－1住 所

氏 名 河 合 進

！ ’電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

かわい すすむ

河 合 進
，；

I2 生 年 月 日
ｰ

事務局長3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前 の 求職開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

Ⅱ 画

所属・官職 在職期間 職務内容
ﾛ ﾛ Q d自

国
云
圭

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

１

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
画
奉
圭

自
画
奉
圭

年
年
年
年

月
月

月
月

面
■
一
一
■
車
一

面
■
一
一
■
車
一

｡

6 離 職 令和 4 年 3 月 31 日日
1

令和 5 年 4 月 1 日7 再 就 職 日

■■再就職先の名称： 名古屋地方裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先

懲鍵烏 饗蕊

露騨謹譲謹…･瀧懲一



職 先 の 業 務 内 容 裁判所の事件に関する事務

職先における地位 裁判所書記官

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 厨無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 阿無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

邸記援助がなかった場合）
｜
｜

’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 髭 野勝 之

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り， 次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な).

氏 名

ひげの かつゆき
髭 野 勝 之

昭和 38 年 1 1 月 12 日2 生 年 月 日

事務局次長3 離 職 時 の 官 職

令和 5 年 4 月 17 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属。官職

自 令和5年4月1:7日

至 令和5年 7月30日
司法行政事務福岡高等裁判所 事務局次長

自
至

年
年

月
月 日

員

自
至

年
年

月
月

一
画
四
一
一
画
■
一

年
年

自
至

月
月

日
日

令和 5年 7 月 30 日6 離 職
＝

|旦

令和 5年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称： 福岡簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先：

● ●



』

機密性2

Ⅱ

9 再就 職先の業務内容 裁判事務

簡易裁判所判事10 再就職先における地位
■

の 有 擁
‘J1､、

－

11求 職 の 承 認
①

口有 ■無
＝

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
・援助の有無

口有 m無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による肖鯛後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

砂記援助がなかった場合）
◆

｜
I’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

蕊蕊
湾解
幻9

列爵

鴬

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当するロの中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



機密性2 '

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

メ

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 平 田 浩 司

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2.4第2項の規定により，
次のとおり届け出ますも

1 (ふ 、り が な）

氏 名

(ひら
平

う
浩

矛
」

ｊ
‐

じ
司

た
田

昭和38年1月8日2 生‘ 年 月 日

民事次席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和4年11月28日

(ロ離職前の求職開始日がなかった場合）．
4 離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自 令和4年1 1月2，8日

至 令和5年3月31日

裁判事務福 岡一地 方 裁 判所
j

民事次席書記官(小倉支部配置） 自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年3月31日6 雛 職 日

令和5第8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：簡易裁判所判事

8 再就職先の名称及び連絡先

二一 星 ■■■■再就職先の連絡先：



機密性2

9 再就職先 の 業 務 内 容 裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位．

11求 “職 の 承 認 の ・ 有 無 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 画無

1 3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

邸記援助がなかった場合）

’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

』

(記載上の注意）
1．口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 i 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること＆

、

I

こり



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
織判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2 4第2項関連）

’

最 高 裁 判 所｝御中

住
氏

所

氏 名川崎道治

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定にエ
リ，次のとおり届け出ます6

1

｜

｜

’
1 （ふ り が ・な）

氏 名

みぢはる）
道 治

.(かわさき
川 崎

2生 月

年
日 昭和38年5月14日。

刑事首席書記官3雛 職 時 の 官 職

令和4年11月11日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の 求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

･職務内容在職期間所属・官職

自 令和4年11月11日

至 令和5年7月30日

大分地方裁判所

刑事首席書記官
書記官事務

自
至

年
年

月
月

一
劃
［
口

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
、
月

日
日

令和5年7月30日6 雛 職

百
■
一

令和5年8月1日7 再 就 職 日

I再就職先の名称：福岡簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

二 一 二

|

’再就職先の連絡先：
可可

q



機密性2

9 再就職先の業務 内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 ､の ．承 認 の 有 無 ロ有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の．
援助の有無

ロ有 圃無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10 6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

L n記援助がなかった場合）

|I毒鋤書:氏名釜ま續烹I 援…．
I

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にﾚ点を記入すること｡
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
はゥ離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

"

″

●



'

機密性2

(別紙様式第1 0）
、

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

、
最 高 裁 判 所 御中

’’

住
氏

所

氏 名梶原 陽一朗

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のと．おり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

よういちろ’う）
陽 一 朗

(かじはら

梶 原

年 －，月2 生
日

3 離 職 時 の 官 職

昭和38 年 10 月 18 日

首席書記官

令和 4 年 11 月 25 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自 令和4年11月25日
①

至 令和5年7月30日

福岡高等裁判所・刑事首
席書記官

書記官事務

自
至

年
年

月
、
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

ll

l

自
至

年
年

月
月

日
日

令和 5 年 7 月 30 日職6 離

面
■
一

令和 5 年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称： 福岡簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先：

言一一

▼"



機密性2

9 再就職先 の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承． 認 の 有 無 ロ有 阿無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 吻無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。 、
2；離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

画

こり



機密性2

(別紙様式第1 0）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名中井靖夫

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10．6条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

なか い やす お

中 井 靖 夫

1 (ふ り が な）

氏 名

2 生

年
日 月

昭和‘2年3月31日

宮崎地方裁判所 刑事次席書記官3 離 職．時 の 官 職

， 令和4年11月14日

(ロ離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

I「 所属.官職 在職期間 ｜｜ 職務内容在職期間 職務内容所属・官職

自 令和4年1 1月14日

至 令和5年7月30日

宮崎地方裁判所
刑事次席書記官

書記官事務書記官事務

白
亘
串

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年7月30日6 離 職 一 日

令和5年8月1日7 再 、就 職 ・日

再就職先の名称:福岡簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

･ __ヨー‘■－
’再就職先の連絡先：

面面

命



機密性2

裁判事務9 再就職先 の業務内容

簡易裁判所判事10再就職先における地位

0

画無11 求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

：即記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1：□のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載する．こと。

』

●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所’
氏 名 高 橋 素 明 ,

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1．06条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます.

『

たか はし もと あき

高 橋 素 明

1 （ふ り が な）

氏 名

昭和 38 年 9．月 29 日2 生 年 月 日

高松高等裁判所事務局次長3 離 職 時 の 官 職

令和 5 年 4 月 19 日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属･ 官職

自 令和 5年4月19日

至 令和5年7月30日
司法行政事務高松高等裁判所･ ､事務局次長

､自
至

年
年

月
月

日

■,

年
年

自
至

月
月

一
山
里
一
■
里

自
至

年
年

月
月

日
日

令和 5 年 7 月 30 日6 離 職 日

令和 5 年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称：高松簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

一
再就職先の連絡先：

●



機密性2

9 再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ：

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

俳記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

ﾉ

は, 離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

司

ｎ▼



●
機密性2

（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最高 裁 判 所 御中

住 所l

氏 名 板 野 繁 樹

電話番号｜ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

いたの しげき

板 野 繁 樹

昭和39年3月25日

福島地方裁判所刑事首席書記官

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 年 月 日

3離 職 時 の 官 職

令和4年12月9日

4離職前の求職開始日
(口離職前の求職開始日がなかった場合）

5‘離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容》｜》
｜》

在職期間所属・官職

山形地方裁判所民事首席書記官

福島地方裁判所刑事首席書記官

自 令和4年12月9日

至 令和5年3月31日

～

令和5年4月1日

令和5年7月30日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

自
至
一
自
至
一
自
至

令和5年7月30日

令和5年8月1日

再就職先の名称：仙台簡易裁判所

6 雛 職

一ｍ■一

7 再 就 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先
● P

一 再就職先の連絡先:■■■■

●



機密性2

’
l

l

l

9 再就職先の業務内容

＝’

’

裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

！
Ｉ

11 求 職 の 承 卜 認 の 有 無 口有 圃無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 口有 鰯無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

｢蔦悪恵悪了T ゞ

06条の2第2項第3号に規定
援助

低記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 援助の内容

、

(記載上の注意）

1 ロのついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日.までの間の職員としての在職状況及
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。．

ひ職務内容について

1

）

1

●



●
機密性2

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁・判 所 御中

住 所｜
氏 名 富 田 真 生

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

〆

とみ た まさ み

富 田 真 生

昭和38年 7月10日

刑事首席書記官

1 （ふ り が な）

氏． 名

2 生 年 月 日

3離 職 時 の 官 職

令和 4年12月 6日

4 離 職 前 の 求 職 開 始日
’ （口離職前の求職開始日がなかった場合）

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属･官職

自 令和4年12月6日

至 令和5年 7月30日
仙台地方裁判所
刑事首席書記官

刑事裁判事務刑事裁判事務

年
年

自
至

月
月

’一■一一・口一

ー

年
年

月
月

自
至

日
日

年
年

自
至

月
月

日
日

令和 5年 7月30日

令和 5年’8月 1日

再就職先の名称：仙台簡易裁判所

再就職先の連絡先: ’

職6 雛 日

7 再 就 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先

戸 言



機密性2

9 再就職先の業務内容 裁判事務

1..0再就職先における地位 簡易裁判所判事

回無11求 職 の 承． 認 の． 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口無ロ有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）

ｊな
称 援助の内容

凝遡珪画昌罷垂 里

｜
’

(記載上の注意）
､1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用サる国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

’住 所

氏 名

電話番号

西川 浩二

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

(にしかわ こうじ）
西川 浩二

2 生

年
日 月

昭和37年9月30日

3 離 職 時 の 官 職 裁判所事務官（大阪家庭裁判所事務局長）

令和4年11月21日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前 の 求職開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自 令和4年11月21日

至 令和5年3月31日

大阪家庭裁判所

事務局長 事務局事務自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

P

6 離 職 令和5年3月31日目

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

再就職先の名称： 大阪簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’ ’『 可 再就職先の連絡先



『

機密性2

9 再 就 職先 の業 務 内容 裁判事務

10 再就職先におけ る地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承． 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 司無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

(ふ り が ：な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日､までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ノ

●



機密性2

(別紙様式第1.6）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1．06条の24第2項関連）

｜

’
最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

L_

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 ’
年
日 月

’一~~~－

に罷為器裁錨講輿論儲虻-も
3 雛 職 時 の 官 職

年． 月 日
離 職前の求職開始日

(画離職前の求職開始日がなかった場合）

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

4 離 職前の求職開始日41

屯
■

戸

。

ｌ
‐
一 -所属・官職 在職期間 職務内容

自
至 年 月

年 月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

’

自
至

年
年

月
月

日
・
日

’

自
至
自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 雛 職

年
年

８
占

妬
命

公
烏

■■

里

日
一
日

Ｉ
１

３
ｚ
》

月
月

３
ワ
！7 再 就 職 日

’再就職先の名称』寵栽碑迄ｾﾝﾀ会

再就職先の連絡先: ’
8 再就職先の名称及び連絡先

I



機密性2

一一

’ ，再就職先の業務内容肱繊寿､…雨萱』一睡鋪、
1．涛就職先における地位I苓紅…蕊、

一 一ロー一岳一 一

|

’

11 求 職 の 承” 認 の ・有 無 ’ ロ有

哩 灘職轆轤獣聯霊錬溌秘 ﾛゞ
援助の有無

嘩
一
醜

－

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
、する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就聯の援助

、記援助がなかった場合）望

ｆ

１
１

(ふ り カミ な）

援助者の氏名又は名称 ’ ’援助の内容

(記載上の注意）

1 ロのついた項目は該当するロの中に陛点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員どしでの在職状況及び職務内容について！

離職前の求職開始日があった場合に記載すること6は，

●●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

’’住

所
名

氏 名 木 原 義 則

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

きはら よしのり1 （ふ り が な）

氏 名 木 原 義 則

昭和37年9月28日

年
日 月2 生

裁判所事務官3離 職 時 の 官 職

令和4年11月18日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

令和4年11月18日

令和5年3月31日

司法行政事務司法行政事務

自
至

大阪地方裁判所

事務局長

自
至

年
年

月
月

画
■
一

日
『自

至

年
年

月
月

一
■
■
一
百
■
一

p

年
年

自
至

月
月

日
日

令和5年3月31日6 離 職
|■'

|■
' 一

令和5年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：大阪簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

ゴー崖 ’再就職先の連絡先



機密性2

’9 再就職先の業務 内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 同無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 回無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

簔鋤者:"藍臓翁鳶’ 緩…篝

13

援助の内容

勺 一

(記載上の注意） 、
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること 。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

「
ｊ

ｒ
Ｌ



機密性2

Ⅲ

（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’
I

最 高 裁 判 所 御中

住所| l
氏 名 原田 明

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ，

1 （ふ り が な）

氏 名

(はらだ
原田

あきら）
明

2 生

年
日 月

昭和40年1月20日

I

3離 職 時 の 官 職 民事首席書記官

令和4年11月10日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’
'

所属・官職 在職期間 職務内容

名古屋高等裁判所

民事首席書記官

自 令和4年11月10日

至 令和5年：7月30日

指導監督業務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至
自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和5年7月30日日

令和5年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

, コ ーニ ’ ｲ再就職先の連絡先



機密性2

｜
’

9 再就職先の業務内容 裁判業務

10再就職先における地位 裁判官

｜無11 求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

震勤蕎;氏名覺憾名鳶)|’ 援鋤の内容

1．3

I

(記載上の注意）
1．口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
21離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

の



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再 出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の･24第2項関連）

’
最 高 裁 判 所 御中

住 所’ ｜

氏 名 神谷秀行

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な)

氏 名

かみや ひでゆき

神谷 秀行

2 生 年 月 日 昭和38年10月4日

刑事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和4年11月14日

4 離職 前 の 求 職開 始日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
I

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

名古屋地方裁判所

刑事首席書記官

日４
日

１
１

月
３

１
月

１
３

年
年

４
５

和
和

令
令

自
至

首席書記官事務

名古屋高等裁判所

刑事首席書記官

自 令和5年4月1日

至 令和5年7月30日

首席書記官事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

II

6 離 職 令和5年7月30日|日

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先:’一

』



機密性2

I
d

q

裁判事務9 再 就 職 先 の 業務 内容
〃

ロ｡

裁判官10再就職先における地位
争

Ⅱ

一

11求 職 の 承 認 の 有 4癖
〃、、、 口有 I無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

凸 ■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第･1．06条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

4 －

！
(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

イ



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名竹内 亨

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

’

(たけうち とおる）

竹 内 亨

1 （ふ り が な）

氏 名

昭和47年2月15日

裁判所事務官（事務局次長）

令和4年11月8日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

2 生 年 月 日

3 離 職 時 の， 官 職

4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

司法行政事務令和4年11月8日

令和5年7月31日

自
至名古屋家庭裁判所

事務局次長

年
年

自
至

月
月

員

日

年
年

月
‐
月

自
至

日
日

’

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年7月31日職6 離 日

令和5年8月1日7 再 就 職 日
U

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先:’一

。 盲



機密性2

裁判事務9 再 就 職 先 の 業 務 内 容

簡易裁判所判事10再就職先における地位
ロ

11求 職 、の 承 ・ 認 の 有 無

' 2裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第’0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

口有 l無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

n記援助がなかった場合）

’
q

･

(ふ ・り が な）

援助者の氏名又は名称

6

援助の内容

字

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての1
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

しての在職状況及び職務内容について

ミ

I



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’
最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名

電話番号

廣田 幸紀

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます6

1 （ふ り が な）

氏 名

ひろた ゆきのり

廣田 幸紀

2 生 年 月 日 昭和39年2月4日

q

3 離 職 時 の 官 職 家事首席書記官

令和4年11月11日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属 ･官職 在職期間 職務内容

名古屋家庭裁判所

家事首席書記官

日
日

１
０

１
３

月
月

１
７

１年
年

４
５

和
和

令
令

自
至 首席書記官業務一般

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

6 離 職 令和5年7月30日日

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：一

「 1

▼



機密性2

9 再就 職先の業務内容 簡易裁判所業務

10再就職先に,おける地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

｜
’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）、
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

「
４

Ｆ
し

｝



機密性2

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

佐藤 信哉

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

さとう しんや
佐 藤 信 哉

昭和39年3月19日2 生 年 月 日

最高裁判所大法廷首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和5年5月1日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属･官職

令和5年5月1日

令和5年7月30日

自
至 訟廷事務等最高裁判所大法廷首席書記官

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至
一
冒
至

年
年

年
年
一
年
年

月
・
月
一
一
月
月

月
・
月

日
日
一
一
日
日

日
日 ｜ＩＩＬ『

自
至

年
年

月
月

日
日

）令和5年7月30日6 離 職 日

令和5年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

r 百
|

’ ’再就職先の連絡先 ：
可可

ロワ



機密性2

9 再就職先の 業務内容
I‐

裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

’ 口有 画無11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 厨無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

1

1

1

1

(ふ り； が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り； が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容援助の内容

(記載上の注意)
1 ロのついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること 。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること 。

I

『

～

ト

●



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
●

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

一 一一

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

長 郷 文 香

’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0･6条の24第2項の規定によ,り，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

なごう

長 郷

あやか

文 香
I

昭一豊平 38年 11月2 生 ，年 月 3日日

● 『 ロ

訟廷首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和 5 年 5 月 1 日 ．

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

I

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容 I

I

在職期間所属・官職 職務内容
■ 己

最高裁判所裁判部

訟廷首席書記官

自 令和5年5月 1日

至令和5年7月30日
裁判事務

甚 酉 エ 巳

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

■ ■

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

自 令和

至 令和

自 令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

日
・
日

日
・
日

1 J

6 離 職 令和 5 年 7 月 30 日日

7 再 就 職 日 令和 5 年 8 月 1 日

再就職先の名称：東京簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

鰯凝一 再就職先の連絡先

■ に』
一 一 二



－

9 再 就 職 先 の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酔記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入する:こと。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

● ●



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 寺 尾 英 明

電話番圖

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により．
次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名

(てらお ひであき）
寺 尾 英 明

2 生 年 月 日 昭P平 38年 12月 1 3日

最高裁判所第一小法廷首席書記官3 離 職 時 の 宮 職

令和 5年 5月 1日

： ．

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属？官職

自 令和3年8月 1日

至 令和5年7月30日

最高裁判所第一小法廷・

首席書記官

首席書記官業務首席書記官業務

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

盲 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

自 令和

至 令和

自 令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

日

冒

日

冒

6 離 職 令和 5年 7月 30日日

7 再 就 職 日 令和 5年 8月 1日

再就職先の名称； 東京簡易

8 再就職先の名称及び連絡先
一 再就職先の連絡先

町



9 再就職先の業務内容 裁判業務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

1 1求 職 の 承 認 ．の 有 無 口有 頭無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 園無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1．06条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

邸記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

'

ｊ
ノ

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

は, 離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

'

』

● ●



機密性2

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所’ ｜
氏 名 村 上 政 司

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

I (ふ り が な） （ムラカミ マサシ ）

村 上 政 司名氏 I

昭和38年 7月 6日2 生 年 月 日

最高裁判所第二小法廷首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和5年 4月 28日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜

’ 在職期間 職務内容所属・官職

自 令和 4年8月 1日
も

至令和5年7月30日
最高裁判所裁判部第二小法廷 裁判業務

自
至

年
年

月
月

’
ぬ
■
一
一
再
”
一

自
至

年
年

月
月

一
■
■
一
一
■
■
一

自
至

年
年

月
月

日
日

6 離 令和5年 7月 30日職 日

7 再 就 職 日 令和5年 8月 1日
一

再就職先の名称: 東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
､

’
再就職先の連絡先：

r言司



機密性2 1

9 再 就 職 先 の 業 務 内 容 裁判業務

10再就職先における地位 裁判官

11求 職 の 承 認 、 の 有 無 口有 ｜無

1 2裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 、｜｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

n記援助がなかった場合）
|

'

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 ・□のついた項目は該当す?る□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
はう離職前の求職開始日があった場合に記載すること｡ ．

ﾄ

、

●



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2 4第2項関連）

’
最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

高 橋 直 人

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

たかはし なおと

高 橋 直 人

昭 39 年 2 月 1 日2 生 年 月 日

3 離 職 時 の 官 職 家庭審議官

令和 5 年 4 月 28 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の 求職開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

最高裁判所

家庭審議官

自 令和4 年8月 1日

至令和5年7月30日
司法行政事務司法行政事務

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

日
日

矛
矛

令
令

自
至

年
年

月
月

一
日
二
一
コ
割

自令和

至 令和

自令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

一
目
一
コ

一
目
一
コ

I

6 離 職 令和 5 年 7 月 30 日日

令和 5 年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称:東京簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先:’一

宮宮口ロロ．，‐‐ｌ▼ｒ

、



9 再就職先の業務内容 裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 、職 の 承 ・認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

一

● ●



機密性 2

、

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’
r

L

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名’

電話番号

家公務員法第106条の24第2項の規定により;ｰ

一
ｌ
刊

裁判所職員臨時措置法において準用する国
次のとおり届け出ます。

鶏噺 1
1

1 （ふ り が な）

氏 名
｜i 鐸』

2 生 年 月 B伽ら9年 8－月3p日日

糀；制ｼ獅稲吻油 ルb郷3 雛 職 時 の 宮 職

乍物此年II月30日
（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前の 求 職 開 始日

●

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

〃 1 ロ

所属・官職 在職期間 職務内容

煉荊人季尋秒司抑御硴'｢淵称恥
年1月

申

年 月

自
至

日
日

自
至

年
年

月
月

日
1面

里

自
至

年
年

月
月

画
■
一
百
■
一

/灘りほ年ヮ月ぅ1日6 雛 職 日

物写年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称
申

8 再就職先の名称及び連絡先

＝－ －_ 再就職先の連絡先:｜－ ’

ア 匠 申

■
ｌ
■

Ｉ

蕩蝉 癖J噂

』



機密性2

f識迦,＃和9 再就職先 の業務内容

關感沙iキ10再就職先における地位

11求 ：職 の 承 認 の 有 無 画撫口有

12裁判所職員臨時措置法においで準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

'噌撫艤蕊麓溌協識顔潔議濡鴬錨6条の2第2項第3号に規定す
←■記援助がなかった場合）

’ ｜’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1

ｎ



機密性2

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
B U

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名 布 施 敏 幸

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます6

ノ

1 （ふ り が な）

氏 名

ふ せ とし ゆき

布 施 敏 幸

2 生 年 月 日 昭和 38年 9月 10日

3 離 職 時 の 官 職 裁判所事務官
U
■

令和 5年 4月 25日 。

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容
！

日
日

５
０

２
３

月
月

４
７

年
年

５
．
５

和
和

令
令

自
至裁判所職員総合研修所

事務局長
司法行政事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
．
日

日
．
日

6 離 職 令和 5年 7月 30日

画
■
一

令和 5年 8月 1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：

8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先一
…



機密性2

9 再就職先の業務内容 裁判事務

1 0 再就職先における地位 簡易裁判所判事

塞雷有 圃愈11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の 口有 田無

援助の有無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

砥記援助がなかった場合）

’(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

「
４

Ｆ
し

●



機密性2

I

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’

最 高 裁 判 所 御中

住 所 ’

氏 名加 藤 和 広

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■

な）1 （ふ り

氏

が ｡

かとう かずひろ
加 藤 和 広名

I

昭和39年 8 月 27 日2 生 年 月

｜■■一

士 ー

I．

裁判所事務官（事務局次長）3 離 職 時 の 官 職

令和5年 4 月 28 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

東京高等裁判所 自 令和5年 4月28日 司法行政事務

5

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

日
日

８
０

２
３

月
月

４
７

年
年

５
５

和
和

令
令東京高等裁判所

裁判所事務官(事務局次長）

司法行政事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

［
［
Ｈ
百
■
一

自
至

年
年

月
月

一
■
頭
阜
盲
■
一

6 離 令和5年 7 月 30 日職 日
Ⅱ

■

7 再 就 職 日 令和5年 8 月 1 日
■ 己

b

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
一

● ◆

…輔

よ｡.､‐争今十､ 唾2砺塑

》一
ｈ

分
一

溺蓉
ダ
ニ
■

騨
嚇！

…理靜暴冥亜f



機密性2

9再就職先の業務内容’ 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 、 承 認 の 有 4脈
〃、、、 口有 1無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 I無

l ‘

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

ﾛ記援助がなかった場合）

(ふ ・ り が な）
●

援助者の氏名又は名称

凸

援助の内容
ノ

…

憩翻
紫

溌畷篭
翔粥

一一一一一 エ

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始･日があった場合に記載すること。



機密性2

1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出 ’
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所 ’1

氏 名 横 山 真 幸

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

’

1 （ふ り が な）

氏 名

(よこやま
横 ・山

さき）
幸

ま
真

2 生

年
日 月

昭和38年 9月 3日

東京高等裁判所刑事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和 4年 11月 21日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自令和4年11月2 1日

至 令和5年 7月30日

裁判事務東京高等裁判所

刑事首席書記官

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

｜
・
■
ユ
ー
■
■
一

令和 5年 7月30日6 離 職
■

|■
一

7 再 就 職 日 令和 5年 8月 1日

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先 F －

再就職先の連絡先一

」



機密性2

9 再就職先 の 業 務 内容 国家公務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

(ふ《 リ が な）
①

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載するこ と。

I

I

●



機密性2

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の．24第2項関連）

｜

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 渡 辺 一 弥

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な)

氏 名

かずや）
一 弥

(わたなべ
渡 辺

2 生 年 月 日 昭和37年5月31日

3 離 職 時 の 官 職 裁判所書記官
､

令和4年11月25日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属･官職 在職期間 職務内容

東京地裁民事次席書記官 自令和4年1 1月25日

至令和5年3月31日

執行センター次席書記官業務

自令和年5年4月1日

至令和5年7月 31日

民事部裁判所書記官業務東京地裁民事部立会部等支援
部門裁判所書記官

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年
年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和5年7月31日日

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

、、再就職先の名称：東京簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：一

「 1



機密性2

｜
’

9 再 就 職 先 の 業 務 内容 簡易裁判所判事事務
1

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 ‘ の 有 無 ロ有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ；

口有 画無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
、 する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

I ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’
(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員とし‐
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

● ●



機密性2

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

‐ ’
最 高 裁 判 所 御中

’ _｣’住 所

氏 名 黒澤 和之

’電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。 ､

1 （ふ り が な）

氏 名

(くるさわ かずゆき）
黒 澤 和 之

1

｛

■

2 生 年 月 昭和41年12月4日日

4

3 離 職 時 の 官 職 次席書記官

令和4年12月14日

4 離職前 の 求 職 開 始日 ﾛ

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

■

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

最高裁判所裁判部第一小法廷自 令和4年12月14日 書記官事務(民事）
裁判所書記官 至 令和5年3月31日

東京簡易裁判所墨田庁舎 自 令和5年4月1日
次席書記官事務、Jr一 一一一一 一 八 手一 一 一 一 戸 へ ヘ ー

在職期間 職務内容所属・官職

最高裁判所裁判部第一小法廷

裁判所書記官

自
至 令和4年12月14日

令和5年3月31日
書記官事務（民事）

東京簡易裁判所墨田庁舎

次席書記官

令和5年4月1日

令和5年7月30．日

南口‐云圭 次席書記官事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和5年7月30日日
b

7 再 就 職 日 令和5年8月1日
、

■

再就職先の名称：東京簡易裁判所ざ

8 再就職先の名称及び連絡先
〆

ｰ 一

再就職先の連絡先一
一

厩~可
③

』
｡

蜜 鱈

溌
聯

■

識 悪

1■

識 ’：蘭

L 鐡 二

溌謹灘 ‘墨奥'窺軍f



機密性2

9 再 就 職 先 の 業務 内 容 裁判官業務
■

10再就職先.における地位 簡易裁判所判事

鱗11求 職 の 承 認 の ． 有 4雁
ノ、、、 麺無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

4群
ノ、、、

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

●

、記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称．
援助の内容

； “
。

零
秒が
,′

,←？

1

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 、
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ｰ



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出，
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

I

最 高 裁 判 所 ，御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によりj次の

とおり届け出ます。

I （ふ り が な）

氏 名

蛎恥3？年1:月｜ら日2 生 年 月 日

首廊書記I官3離 職 時 の 官 職

/§か4年ノノ 月皇7／日
4 離職前の求職開始日

’ (口離職前の求職開始日がなかった場合）
5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

盤蕊
自Aお享年〃月\日
至Aぅ､タ 年〉月j〃日

ｷﾘ師
至繊｡r野月jｸ日匪珊

。自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年

月
月
月
月

日
日

日
日

6 離 職 A爺b茸年7月s。日日

7 再 就 職 日 /S*bタ年 3 月 1 日

第涼噺烏禽斗i|胃了再就職先の名称：
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先 ：

L」



１
１

隼移9再就職先の業務内容

10再就職先における地位 鳥茅時判諏顛

11求 , 職･ の 承 認 の 有 無 聯 卿
12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106

条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

唯口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定する

組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、医記援助がなかった場合）

’
(ふ: り． が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

1口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

● ●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出 、
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

關 澤 直 人

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

一 一~ － 一 － 一 _ _

1 （ふ り が な）

氏 名
藺鶯費

と

人

2．生

年
日 月 ’

東京高等裁判所 民事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前 の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自
至

年
年

月
月

』
■
二
百
唾
一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

月
月

年
年

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年3月31日6 離 職

■
■
二

令和5年5月9日7 再 就 職 日

再就職先の名称: 株式会社ベネッセスタイルケア

8 再就職先の名称及び連絡先

’
一 再就職先の連絡先



機密性2

9 再就職先の業務 内容 経理事務、文書作成、電話応対等の一般事務

事務職員10再就職先における地位

11求 職 ．の 承 認 の 有 “'1、、 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 阿無

｡

1 3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、

■上記援助がなかった場合）

|’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’
(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

《

一

I



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員で.あった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2.4第2項関連）

’ ’
最 高 裁 判 所 御中

「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
・
■

一一一二一

一

凸

一

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ．

1 （ふ り が． な）

氏 名 ’
’

ト
ー2 生

年
日 月

稲|孝講考謬宮3 雛 職 時 の 官 職

年 月 日

(咋柵前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

◆

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属。官職 在職期間 職務内容在職期間 職務内容所属。官職

自
至

年
年

月
月

日
日該習なし 11

自
至

年
年

月
月

画
■
口
［
Ｈ
Ｈ

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

ﾉ今和合年 J 月J/日6 雛 職
面
■
ー

7 再 就 職 日 /令荊さ‐年／〃月 2日

X津池元満判計再就職先の名称

8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：｜‐ ’
一

●



機密性2

9 再就職先 の 業務内容

裁判諭署記喜10再就職先における地位

厘傑ロ有11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助：

昼記援助がなかった場合）

1
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ｎ▼
７



I

機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）●

］
最 高 裁 判 所 御中 【－

住 所

氏 、名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 ． 年 月

・日．

3 離 職 時 の 官 職

ﾛ■■■

荊尋求蒔署記宮

亭 年 月 日

（函離職前の求職開始日がなかった場合）

I

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜， 百斤届 ・官職 ,存職期間 ｜ 職務内容
－

職務内容所属 ･官職

自
至
一
自
至
一
自
至

－

’

年
年

自
至

6 離 職 日

7 再 就 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先

申

■

●

溌
の
訳
了
・
上総認Ｐ始＄

う
・やヴ

鈩
泌
”
姿
ｒ
今

０
心

窒
・
私

邸

瞬．“ ・潤ご息溌



機密性2

一

9 再就職先の業務内容
一 言

10再就職先における地位

高津"縦>、,ｽ鮒‘す

｜‐?ノルバ､ィ
－

11求 匝撫口有4癖
〃、、、の 有

琴｡ エ旬 ・種

認
一

職 の 承

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の 圃無口有

援助の有無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2垣第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合)
巳

‐ f甲

援助の内容’’
(ふ ・り が な）

援助者の氏名又は堪称
●

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2． 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。 I

1

I



●管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の206条の24第2項関潮

’’
（

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

伊 東 正 好

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

d

l

1 （ふ り が な）

氏 名

いとう まさよし

伊 東 正 好

2 生 年 月 日

3 離 職 時 の 官 職 広島高等裁判所事務局次長
1●

年 月 日

回離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜

’ ’所属。官職 在職期間 職務内容

年
年

自
至

月
月

"面

■
一

日自
至

年
年

月
月

１
１

日
日

■ 自
至

年
年

月
月

日
日｜自至 自至 年

年
年
年

月
月
月
月 日

盲
■
ｰ

日
盲
■
ｰ

6 離 職 2022年7月31日日

7 再 就 職 日 2023年10月24日

再就職先の名称：㈱三重白山ゴルフ倶楽部
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先 1

。
、

9 再 就職先 の 業 務 内 容 マスター室業務

従業員10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 回無

口有 m無

2項第3号に規定す

がなかった場合）
－－I （ふ り が な)~－I

援助の内容L 援助者の氏名又は名称

I

淫〃密通上冒 、‐ －露､澁魂_?悪』

瀞 ､夢噴

一睡… 驚澱醗唾



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
●

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

《

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次の

とおり届け出ます。 ‘

1 (ふ り が ．な）

氏 名
ノ

|’ ’2 生 年 月 日

民葬薑嬬著詑哲3 雛 職 時 の 官 職

年 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
■ ■ ●

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月 日

面
■
L一

自
至

年
年

月
月

面
里

盲
里

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月
月
月

面
画
一
［
Ｈ
Ｈ

面
画
一
［
Ｈ
Ｈ

命痴 半年 3 月 3／日6 離 職 日

令荊S-年 ノリ月 ／日7 再 就 職 日

再就職先の名称：湫田地老･穀隻_簔尺判葡
8 再就職先の名称及び連絡先

'1 I再就職先の連絡先：

詞
玖

廿
令

自

耐一

毬母轌
歪

一理

醗
蕊
謹

癖》鞠



調停9 再就職先の業務内容

民姦 諒毒調樽審員10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 国無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106

条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助

の有無

口有 図無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定する

組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合)
｜

’ ｜|，
(ふ り が な）

今

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

r□のついた項目は該当する口の中にI,r点を記入すること。

2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

■

●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名

’

氏 名 井 上 浩

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

走
上 ひろし

浩

いの

井

2 生

年
日 月

刑事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

（四離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職 前 の求 職 開 始.日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

年
年

自
至

月
月

該当なし

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年3月31日6 離 職

面
■
一

令和6年1月4日7 再 就 職

■■一

再就職先の名称： 大津地方裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

ヨ ー ニ I ’再就職先の連絡先



機密性2

’9．再就 職先 の 業務 内 容

裁判所書記官1 0再就職先における地位

口有 弓無無11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ．

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

B記援助がなかった場合）

’ 援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載する．こと。

の


